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株式会社 東北銀行 

岩手産業復興機構の活用による支援について 

 

株式会社東北銀行（取締役頭取 浅沼 新）では、東日本大震災により被災した下記の事業

者の方に対して、「岩手産業復興機構」を活用し、被災からの復興に向けた支援を行いました

のでお知らせします。 

岩手産業復興機構（以下機構）は、平成 23 年 11 月 11 日に、被災事業者の早期の事業再生

を支援するため、岩手県、地域金融機関と独立行政法人中小企業基盤整備機構の共同出資によ

り設立された、二重債務問題を解決するための債権買取機構です。 

 当行の機構(宮城産業復興機構を含む)を活用した事業者への事業再開支援実績は本件を含

め、累計で 17 先となります。 

 

【 事業者の概要について 】 

① 沿岸南部地域の卸売業のお客様     

  沿岸南部地域で業歴20年を超える地場海産物等の卸売業者。東日本大震災の津波により、 

 本社事務所や機械設備及び商品等が流出し甚大な被害を受けました。設備復旧資金について

は、グループ補助金等を活用することとなっております。当行ではメイン取引行として支援

を行ってまいりましたが、今般、事業者が被災前から負っていた債務を機構に買取していた

だくこととしました。これにより、その元利金が一定期間棚上げされ、資本とみなされるこ

とにより財務内容の改善が図られ、今後の本格的な復興に向けた取り組みが可能となりまし

た。 

 

② 沿岸南部地域の福祉関連事業のお客様     

沿岸南部地域で業歴 10 年を超える介護用品等の賃貸及び販売業者。東日本大震災の津波

により、営業所等が被災し一部商品についても甚大な被害を受けました。当行ではメイン取

引行として、震災後も運転資金の供給や既存債務の一本化等による資金繰り支援を行ってま

いりましたが、今般、事業者が被災前から負っていた債務を機構に買取していただくことと

しました。これにより、その元利金が一定期間棚上げされ、資本とみなされることにより財

務内容の改善が図られ、今後の本格的な復興に向けた取り組みが可能となりました。 

 

 



   

③ 沿岸南部地域の小売業のお客様      

  沿岸南部地域で業歴 70 年を超える小売業者。東日本大震災の津波により、店舗等が被災

し甚大な被害を受けました。設備復旧資金に関してはグループ補助金等により調達が決定し

ており、年内には新店舗が完成予定となっております。 

当行ではメイン取引行として支援を行ってまいりましたが、今般、事業者が被災前から負っ

ていた債務を機構に買取していただくこととしました。これにより、その元利金が一定期間

棚上げされ、資本とみなされることにより財務内容の改善が図られ、今後の本格的な復興に

向けた取り組みが可能となりました。 

 

 当行では今後も地域の復興に向け、様々な支援に取り組んでまいります。 

本件に関する問い合わせ先 

融資統括部企業経営支援室 担当：三浦 

電 話：019-651-6161 


